
 

令和７年度労働報酬下限額 

令和７（２０２５）年１月１日以後に公告、通知及び公募し、令和７（２０２５）年４月

１日以降に業務を開始する特定公契約について適用する。 

 

業務委託契約、労働者派遣契約及び指定管理協定 

１，１３４ 円（１時間当たり） 


